
政務活動費 
港区議会議員 小倉りえこ 

 
港区議会では、議員ひとりあたり月 15万円の政務活動費が支給されます。使用の基準は定められ
ており、港区議会HPでは会派ごとの収支報告を公開しています。自民党議員団では毎月ひとりあ
たり 5 万円を共用する事務機器や人件費、議員団広報費等に使うこととし、個人の政務活動費は
毎月 10万円（合計 120万円/年）です。ここでは小倉りえこ個人の年間使途をご報告します。 
 
 
2023 年度（2023.5～2024.4） 

 
合計：139万 2,293 円 
 

 
広報費：44万 4,166 円 
（年 4回区政レポート発行、年 6回新聞折込用
レポート発行、印刷代、折込代、郵送代） 
 
広聴費：23万 7,156 円 
（交通費、会合参加費） 
 
調査研究費：54万 437円 
（携帯電話通信費等、備品購入、議会質問のため
の調査雑費） 
 
資料作成費：17万 534円 
（資料印刷費、校正ソフトウェア等サブスクリ
プション費） 

 
＊ ここでは任期開始の 5月から翌年 4月までの 12ヶ月を「年度」と表記しています。 

 


